
FAQ

■ご加入について

よくあるご質問

1. 被共済者となれる家族の範囲を教えてください。

2. 外国人でも入れますか？

3. 総合保障型、医療保障型、ドライブメイトすべて加入する事はできますか？

4. 会社法人を経営しており、同時に個人事業主でもあるが、その場合法人名義、個人事業主名義どちらでも加入できるのですか？

5. 海外に住んでいますが、加入できますか？

6. 保障はいつから開始されるの？

8. 加入後に送付されるはずの証書がまだ届かないのですが、いつ頃届くのでしょうか？

■クレジットカード払いの場合
本組合にて第1回目共済掛け金の決済を確認した事を条件に、責任開始日の当月20日頃に発送します。
■口座振替払いの場合
責任開始日の翌月27日に第1回目の口座振替にて掛け金の引落しを確認した事を条件に、翌々月20日頃に発送します。

7. 第1回、第2回以降の共済掛け金の決済日を教えてください。
■クレジットカード払いの場合
責任開始日の前月最終営業日に1ヵ月分の共済掛け金、および出資金500円を決済し、翌月以降、毎月10日に共済掛け金1ヵ月分を決済させて
いただきます。（10日が土・日・祝日の場合、前営業日となります。）
■口座振替払いの場合
責任開始日の翌月27日に2ヵ月分の共済掛け金、および出資金500円を決済し、翌月以降、毎月27日に共済掛け金1ヵ月分を決済させていただ
きます。（27日が土・日・祝日の場合、翌営業日となります。）

共済金の受取人は被共済者となります。ただし被共済者がその他の受取人を指定することも可能です。被共済者が死亡した等の理由で共済金を
受け取る事ができない場合は、被共済者の法定相続人が受取人となります。

■共済金の支払について
1. 共済金の受取人は誰になりますか？

被共済者が、共済金を請求する権利は事故の発生日の翌日から3年間は有効です。ご安心ください。

2. 今は、ユニヴァ共済を解約してしまったけれど、加入当時病気で入院していた事を思い出しました。
　 もう解約してしまったので、請求はできないですか？

〒106-6035 東京都港区六本木1-6 -1 泉ガーデンタワー35F

●お問い合わせ先●［受付時間：平日10：00～17：00 ※土・日・祝日/夏季休暇 /年末年始を除く］

ユニヴァ共済協同組合ホームページ ： http://univakyosai.jp

●お申込・お手続きに関して/ TEL：0800-888-8877　●共済金のご請求に関して/ TEL：0120-625-367
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ドライブメイト

ユニヴァ共済協同組合は、

中小企業等協同組合法に基づいた協同組合である為、

ご加入いただけるのは、食料品の無店舗小売業を行っている法人、

もしくは個人事業主のどちらかとなります。

その為、開業をしていない個人の方は加入する事は出来ません。

ご了承のほど、よろしくお願いいたします。

詳しくは、ユニヴァ共済協同組合までお問い合わせください。
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三親等以内の血族、配偶者、三親等以内の姻族です。同居・別居は問いません。
（配偶者・子・父母・孫・祖父母・兄弟姉妹・叔父・叔母・甥・姪・曾孫・曾祖父母が対象）
※いとこは四親等のため対象外となります。

日本国内に居住されている方はご加入いただけます。

可能です。ただし、被共済者1名に付きそれぞれ1口ずつの加入となります。

ご加入いただけるのは、日本国内に居住されている方のみとなります。

不備のない申込書の受領日、または告知書の受領日の翌月1日より保障が開始されます（責任開始日と言います）。ただし、第1回目の共済掛け金の
入金が確認できない場合は、入金の確認ができるまで、保障の開始月が次月以降にズレ込む事になります。

掛け金の支払い方法により、送付のタイミングが異なります。

法人でも、個人でも加入は出来ますが、法人・個人事業主のどちらか一方での加入となります。

ユニヴァ共済キャラクター
ユニポッポ



死亡保障から入院まで手ごろな掛け金で幅広くカバー

入院・手術はもちろん長期入院時の一時金まで備わった医療重視の保障

総合保障型

医療保障型

○交通事故で死亡、または重度の障害が残った場合、
   最大1,200万円まで保障
○手術の内容に応じて最大2万円を保障

月額共済掛け金 ： 2,400円/月

新規加入可能年齢 ： 満6歳以上～満75歳未満の健康な方

更新年齢 ： 満80歳未満　※80歳を迎えた後にくる更新日の前日まで

共済掛け金支払い方法 ： クレジットカード払い、もしくは口座振替払い

責任開始日 ： 不備のない申込書の受領日または告知書の受領日のいずれか遅い日の翌月１日

総合保障型

保障対象年齢

88種類

1～60日

60日以上入院

交通事故

不慮の事故

病気

交通事故

不慮の事故

6歳～59歳

1,200万円

800万円

400万円

540～21万円

360～14万円

5,000円

0.5・1・2万円

75,000円

60歳～64歳

700万円

530万円

40万円

210～8万円

150～6万円

3,000円

0.5・1・2万円

45,000円

65歳～69歳

200万円

200万円

30万円

100～4万円

100～4万円

2,400円

0.5・1・2万円

36,000円

70歳～74歳

150万円

150万円

16万円

75～3万円

75～3万円

2,000円

0.5・1・2万円

30,000円

75歳～79歳

100万円

100万円

12万円

50～2万円

50～2万円

1,150円

0.5・1・2万円

17,250円

1～14級後遺障害共済金

入院共済金

手術共済金

入院一時共済金

死亡共済金
重度障害共済金

○病気で入院した場合、最大で日額13,500円を保障
○さらに60日以上の長期入院となった場合、
　一時金として最大27万円保障

医療保障型

保障対象年齢

88種類

1～60日

60日以上入院

交通事故

不慮の事故

病気

6歳～59歳

50万円

50万円

50万円

13,500円

3・6・12万円

270,000円

60歳～64歳

5万円

5万円

5万円

4,850円

1・2・4万円

97,000円

65歳～69歳

5万円

5万円

5万円

3,600円

1・2・4万円

72,000円

70歳～74歳

5万円

5万円

5万円

2,750円

1・2・4万円

55,000円

75歳～79歳

3.5万円

3.5万円

3.5万円

1,750円

1・2・4万円

35,000円

入院共済金

手術共済金

入院一時共済金

死亡共済金
重度障害共済金

月額共済掛け金 ： 2,400円/月

新規加入可能年齢 ： 満6歳以上～満75歳未満の健康な方

更新年齢 ： 満80歳未満　※80歳を迎えた後にくる更新日の前日まで

共済掛け金支払い方法 ： クレジットカード払い、もしくは口座振替払い

責任開始日 ： 不備のない申込書の受領日または告知書の受領日のいずれか遅い日の翌月１日

思いがけない交通事故の時に加害者でも被害者でも保障

交通事故相互共済（ドライブメイト）
○運転中以外の被害事故も保障
○最短で翌営業日に、
　死亡共済金の半額を支払い

月額共済掛け金 ： 1,500円/月

新規加入可能年齢 ： 満1歳以上～満80歳未満の健康な方

更新年齢 ： 満95歳未満　※95歳を迎えた後にくる更新日の前日まで

共済掛け金支払い方法 ： クレジットカード払い、もしくは口座振替払い

責任開始日 ： 不備のない申込書の受領日または告知書の受領日のいずれか遅い日の翌月１日　　　　　　　

交通事故相互共済（ドライブメイト）

保障対象年齢

1～14級

6日以上入院

1歳～94歳

600万円

600～24万円

12万円

交通事故死亡共済金

交通事故後遺障害共済金

交通事故入院共済金

2. 海外での事故は保障されますか？

■総合保障型・医療保障型について

■交通事故相互共済（ドライブメイト）について

3. 入院日数は60日が限度となっていますが短くないですか？

1. 運転中以外の事故も保障されますか？

2. 自転車の事故は保障されますか？

1. 入院共済金は日帰り入院でも保障されますか？

4. 海外での事故は保障されますか？

FAQ よくあるご質問

3. 自動二輪車で事故を起こした場合、保障の対象となりますか？

海外で死亡、又は後遺障害状態になってしまった場合は、支払い対象となります。海外での入院は支払い対象外となりますが、
海外での事故をきっかけに日本国内の病院に入院した場合は、支払い対象となります。

平成26年の厚生労働省の調査によると、全ての病気、ケガによる入院の平均入院日数は30日程度だと言われています。現在は、
医療技術の進化により入院日数が短くなっています。その為、60日が限度であれば十分だと言えます。

日帰り入院から最大60日まで支払い対象となります。

自転車を運転中に他人にぶつかってケガをさせてしまった…というケースは保障されません。しかし、自転車を運転中に自動車等
（四輪車・自動二輪車・原付自転車）とぶつかってケガをしてしまった…というケースは保障されます。　　　　　　　　　

被共済者が自動車等を運転されていない場合でも、自動車等に同乗していた時や歩行中の交通事故も保障されます。

保障の対象となります。ただし排気量250CC超の自動二輪車は有効な車検が必要となります。

保障されません。日本国内で起きた交通事故のみが保障の対象になります。


